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(54)【発明の名称】 携帯電話装置

(57)【要約】
【課題】  女性の基礎体温の測定、管理を行うことがで
きる携帯電話装置を提供する。
【解決手段】  体温を検出する温度センサ１１０と、周
期的に基礎体温を測定する基礎体温測定モードを含む各
種モードの設定及び各種指示を行う操作入力部１０６
と、温度センサ１１０の検出出力を検出時点と共に記憶
するＲＡＭ１０４と、各種データを表示する表示部１１
８と、操作入力部１０６により基礎体温測定モードに設
定された際に、温度センサ１１０により検出された体温
及び検出時点とを示すデータをＲＡＭ１０４に格納する
と共に、操作入力部１０６による表示指示によりＲＡＭ
１０４に格納された体温及び検出時点とを示すデータを
読み出し、該データに基づいて所定期間における基礎体
温の推移を表示部１１８に表示するＣＰＵ１００とを有
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  体温を検出する温度センサと、
周期的に基礎体温を測定する基礎体温測定モードを含む
各種モードの設定及び各種指示を行う操作手段と、
前記温度センサの検出出力を検出時点と共に記憶する第
１の記憶手段と、
各種データを表示する表示手段と、
前記操作手段により基礎体温測定モードに設定された際
に、前記温度センサにより検出された体温及び検出時点
とを示すデータを前記第１の記憶手段に格納すると共
に、前記操作手段による表示指示により前記第１の記憶
手段に格納された体温及び検出時点とを示すデータを読
み出し、所定期間における基礎体温の推移を前記表示手
段に表示する制御手段と、
を有することを特徴とする携帯電話装置。
【請求項２】  さらに、アンテナを介して基地局と通信
を行う無線通信部を有し、
前記制御手段は、前記無線通信部を制御して前記温度セ
ンサの検出出力を利用するアプリケーションプログラム
を外部より前記第１の記憶手段にダウンロードすること
を特徴とする請求項１に記載の携帯電話装置。
【請求項３】  さらに、基礎体温の推移に応じた診断用
メッセージが登録されている第２の記憶手段を有し、
前記制御手段は、前記第１の記憶手段に記憶されている
体温及び検出時点のデータに基づいて基礎体温の推移が
所定の条件を満たしたときに、その条件に応じた診断用
メッセージを前記第２の記憶手段より読み出し、前記表
示手段に表示させることを特徴とする請求項１または２
のいずれかに記載の携帯電話装置。
【請求項４】  さらに、検温のタイミングであることを
報知する報知手段を有し、
前記制御手段は、前記温度センサにより体温を検出した
時点から所定時間経過した時点で前記報知手段を駆動す
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
携帯電話装置。
【請求項５】  前記報知手段は、検温のタイミングであ
ることを音声またはメロディで報知することを特徴とす
る請求項４に記載の携帯電話装置。
【請求項６】  前記温度センサは、前記アンテナの先端
部に設けられていることを特徴とする請求項２乃至５の
いずれかに記載の携帯電話装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話装置に係
り、特に、体温計を備えた携帯電話装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】特開平１０－３０２１８８号公報には、
体温、血圧等の生体情報を検出する生体情報検出器及び
無線通信手段を有する遠隔健康管理端末を患者に持た
せ、患者の生体情報を遠隔の管理センタに設置された健
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康情報管理装置に伝送することにより遠隔モニタする技
術が記載されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来技術では、システムが大掛かりであり、一般の携帯電
話装置のユーザが簡便に体温等の生体情報を測定するこ
とを想定していない。これまで、女性が基礎体温の管理
を行う場合には、就寝時または起床時に体温を測定し、
グラフに記入し、基礎体温の推移を観察するようにして
いた。これは、面倒であり、また体温の測定を忘れがち
になるという問題が有った。一方、若い多くの女性は携
帯電話装置を所有しており、それゆえ携帯電話装置を利
用して女性の基礎体温の測定及び管理ができれば非常に
便利である。本発明はこのような事情に鑑みてなされた
ものであり、女性の基礎体温の測定、管理を行うことが
できる携帯電話装置を提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に請求項１に記載の発明は、体温を検出する温度センサ
と、周期的に基礎体温を測定する基礎体温測定モードを
含む各種モードの設定及び各種指示を行う操作手段と、
前記温度センサの検出出力を検出時点と共に記憶する第
１の記憶手段と、各種データを表示する表示手段と、前
記操作手段により基礎体温測定モードに設定された際
に、前記温度センサにより検出された体温及び検出時点
とを示すデータを前記第１の記憶手段に格納すると共
に、前記操作手段による表示指示により前記第１の記憶
手段に格納された体温及び検出時点とを示すデータを読
み出し、該データに基づいて所定期間における基礎体温
の推移を前記表示手段に表示する制御手段とを有するこ
とを特徴とする。
【０００５】請求項１に記載の発明によれば、制御手段
は、操作手段により基礎体温測定モードに設定された際
に、前記温度センサにより検出された体温及び検出時点
とを示すデータを前記第１の記憶手段に格納すると共
に、前記操作手段による表示指示により前記第１の記憶
手段に格納された体温及び検出時点とを示すデータを読
み出し、該データに基づいて所定期間における基礎体温
の推移を表示手段に表示するようにしたので、携帯電話
装置を用いて簡便に女性の基礎体温の測定及び管理をす
ることが可能となる。
【０００６】請求項２に記載の発明は、請求項１に記載
の携帯電話装置において、さらに、アンテナを介して基
地局と通信を行う無線通信部を有し、前記制御手段は、
前記無線通信部を制御して前記温度センサの検出出力を
利用するアプリケーションプログラムを外部より前記第
１の記憶手段にダウンロードすることを特徴とする。
【０００７】請求項２に記載の発明によれば、体温また
は気温を検出する温度センサの検出出力を使用するアプ
リケーションプログラムを外部よりダウンロードできる
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ようにしたので、温度センサの検出出力を使用した各種
機能を付加することが可能となる。
【０００８】また、請求項３に記載の発明は、請求項１
または２のいずれかに記載の携帯電話装置において、さ
らに、基礎体温の推移に応じた診断用メッセージが登録
されている第２の記憶手段を有し、前記制御手段は、前
記第１の記憶手段に記憶されている体温及び検出時点の
データに基づいて基礎体温の推移が所定の条件を満たし
たときに、その条件に応じた診断用メッセージを前記第
２の記憶手段より読み出し、前記表示手段に表示させる
ことを特徴とする。
【０００９】請求項３に記載の発明によれば、制御手段
は、第１の記憶手段に記憶されている体温及び検出時点
のデータに基づいて基礎体温の推移が所定の条件を満た
したときに、その条件に応じた診断用メッセージを第２
の記憶手段より読み出し、表示手段に表示させるように
したので、簡易診察機能を実現することができる。
【００１０】また、請求項４に記載の発明は、請求項１
乃至３のいずれかに記載の携帯電話装置において、さら
に、検温のタイミングであることを報知する報知手段を
有し、前記制御手段は、前記温度センサにより体温を検
出した時点から所定時間経過した時点で前記報知手段を
駆動することを特徴とする。
【００１１】また、請求項５に記載の発明は、請求項４
に記載の携帯電話装置において、前記報知手段は、検温
のタイミングであることを音声またはメロディで報知す
ることを特徴とする。
【００１２】請求項４、５に記載の発明によれば、制御
手段は、操作手段により基礎体温測定モードに設定さ
れ、前記温度センサにより体温を検出した時点から所定
時間経過した時点で前記報知手段を駆動し、検温のタイ
ミングであることを報知するようにしたので、検温忘れ
を防止し、的確に基礎体温データを採取することができ
る。
【００１３】また、請求項６に記載の発明は、請求項２
乃至５のいずれかに記載の携帯電話装置において、前記
温度センサは、前記アンテナの先端部に設けられている
ことを特徴とする。
【００１４】請求項６に記載の発明によれば、温度セン
サをアンテナの先端部に設けたので、アンテナの先端を
咥えることにより、簡便に体温を測定することができ
る。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図
面を参照して詳細に説明する。本発明の実施の形態に係
る携帯電話装置の構成を図１に示す。同図において、携
帯電話装置１は、各種プログラムを実行することにより
電話機、あるいは、ゲーム機、音楽再生機等としての機
能を有するように各部の動作を制御するＣＰＵ１００
と、各種プログラム及び固定データが格納されるＲＯＭ
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１０２と、ＲＡＭ１０４と、電話帳メモリ１０５と、操
作入力部１０６と、バイブレータ１０８と、計時部１０
９と、温度センサ１１０と、Ａ／Ｄ変換器１１１と、無
線通信部１１２と、音声処理部１１４と、楽曲再生部１
１６と、表示部１１８と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）
１２０と、マイク１２２と、受話用スピーカ１２４と、
着信用スピーカ１２６とを有している。
【００１６】ＲＯＭ１０２には、各種機能を実現するプ
ログラムの他に、着信メロディ用の楽曲データ等の固定
データや、ゲームソフト等のアプリケーションプログラ
ムが記憶されている。さらに、ＲＯＭ１０２には、基礎
体温の推移に応じた診断用メッセージが記憶されてい
る。また、ＲＡＭ１０４には、インターネット等のネッ
トワークを介してダウンロードした各種データ、プログ
ラムまたはインターフェース１２０を介して外部のオー
ディオ機器から取り込んだ楽曲データ等のデータが格納
されるようになっている。さらに、基礎体温測定時にお
ける体温及び測定時点を示すデータが格納されるように
なっている。
【００１７】電話帳メモリ１０５は、個人の氏名と、各
個人の氏名に対応付けて電話番号及びパスワードが格納
されるようになっている。表示部１１８は、各種データ
を表示する、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）であ
る。操作入力部１０６は、具体的には、通話を開始する
際に使用する開始キー、通話を終了する際に使用する終
了キー（電源キーを兼用）、数字キー、メニューキーを
含む各種機能キー等から構成されている。これらの各種
機能キーには周期的に基礎体温を測定する基礎体温測定
モードに設定するための基礎体温測定モード設定用キー
が含まれる。
【００１８】計時部１０９は、時計機能を有し、時間計
測を行う。温度センサ１１０は、図２に示すように携帯
電話装置１の装置本体１Ａに伸縮自在に内蔵されたアン
テナ２０の先端部に設けられており、配線１５０を介し
てＡ／Ｄ変換器１１１の入力側に接続されている。この
温度センサとしては、例えば、熱電対やサーミスタが使
用される。体温を測定する場合には、アンテナ２０を装
置本体１Ａから引き出して温度センサが埋設されたアン
テナ２０の先端部を咥えることにより測定する。Ａ／Ｄ
変換器１１１は、温度センサ１１０の検出出力をディジ
タルデータに変換する。
【００１９】無線通信部１１２は、アンテナ２０を介し
て受信する信号を復調し、外部に送信する信号を変調し
てアンテナ２０を介して送信する。音声処理部１１４
は、無線通信部１１２から受け取った音声信号を復号し
て受話用スピーカ１２４に出力し、マイク１２２から入
力された音声信号を圧縮符号化して無線通信部１１２に
送出する。
【００２０】楽曲再生部１１６は、着信時に着信を報知
する着信メロディとしての楽曲を再生して着信用スピー
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カ１２６に出力し、あるいはＲＯＭ１０２またはＲＡＭ
１０４に格納された楽曲を再生する。また、この楽曲
は、着信のみならず、基礎体温の検温タイミングを報知
する場合にも再生される。インターフェース（Ｉ／Ｆ）
１２０の入力端は、図示してない入力端子に接続されて
おり、該入力端子を介して外部のオーディオ機器と接続
して所望の楽曲データをＲＡＭ１０４に格納することが
できるようになっている。
【００２１】ＣＰＵ１００、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０
４、電話帳メモリ１０５、操作入力部１０６、バイブレ
ータ１０８、計時部１０９、Ａ／Ｄ変換器１１１、無線
通信部１１２、音声処理部１１４、楽曲再生部１１６、
表示部１１８及びインターフェース（Ｉ／Ｆ）１２０
は、バス９０を介して相互に接続されている。なお、Ｃ
ＰＵ１００は本発明の制御手段に、ＲＯＭ１０２は本発
明の第２の記憶手段に、ＲＡＭ１０４は本発明の第１の
記憶手段に、操作入力部１０６は本発明の操作手段に、
表示部１１８は本発明の表示手段に、それぞれ相当す
る。
【００２２】次に、本実施の形態に係る携帯電話装置の
基礎体温測定時における動作について図３のフローチャ
ートを参照して説明する。図３において、まず、基礎体
温測定モードに設定されているか否か、すなわち、操作
入力部１０６における基礎体温測定モード設定用キーが
操作されたか否かが判定される（ステップ２００）。上
記設定キーが操作されていない場合には、この処理の実
行を終了する。また、上記設定キーが操作された場合に
は、検温タイミングであるか否かが判定される（ステッ
プ２０１）。上記設定キーが操作された直後では検温タ
イミングであるので、ユーザは携帯電話装置１の装置本
体１Ａよりアンテナ２０を引き出し、その先端部を咥え
ることにより体温測定を行う（ステップ２０２）。
【００２３】温度センサ１１０の検出出力が取り込ま
れ、この検出出力はＡ／Ｄ変換器１１１によりディジタ
ルデータに変換される（ステップ２０３、２０４）。次
いで、温度センサ１１０の検出出力のディジタルデータ
及び体温測定時点を示すデータがＲＡＭ１０４に格納さ
れる（ステップ２０５）。次いで、前回の検温時から所
定時間が経過したか否かが判定される（ステップ２０
６）。ステップ２０６で前回の検温時から所定時間が経
過していないと判定された場合には、この処理の実行を
終了する。
【００２４】また、ステップ２０６で前回の検温時から
所定時間が経過したと判定された場合には、検温タイミ
ングである旨、楽曲再生部１１６により再生された特定
の楽曲を着信用スピーカ１２６で放音することにより報
知する（ステップ２０７）。なお、検温タイミングであ
ることを報知するのに本実施形態では、特定の楽曲を再
生することにより行うようにしているが、これに限ら
ず、例えば、音声メモリに「検温の時間です。」等の音
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声メッセージを予め登録しておき、検温タイミングにな
ったときに、この音声メッセージを再生し、着信スピー
カ１２６より放音するようにしてもよい。
【００２５】次に、基礎体温測定の測定結果の表示処理
について図４のフローチャートを参照して説明する。同
図において、まず、操作入力部１０６のメニューキーを
操作することによりメニュー画面を表示する（ステップ
３００）。次いで、メニュー画面における選択肢から
「基礎体温測定結果」の項目を選択すると（ステップ３
０１）、ＲＡＭ１０４に格納された基礎体温の測定デー
タ（体温及び測定時点）に基づいて図５に示すように、
所定期間の基礎体温の推移がグラフ化されて表示部１１
８に表示される（ステップ３０２）。
【００２６】このとき、所定期間の基礎体温の推移が所
定の条件を満たした場合に、その条件に応じた診断結果
としてのメッセージが、例えば、「風邪の疑いがありま
す。医師への相談をおすすめします。」、「妊娠の疑い
があります。医師への相談をおすすめします。」等の診
断用メッセージが、ＲＯＭ１０２より読み出され、表示
部１１８に表示される。また、ステップ３０１でメニュ
ー画面における選択肢から「基礎体温測定結果」の項目
を選択しない場合には、他の処理を行い、この処理の実
行を終了する（ステップ３０３）。なお、体温または気
温を検出する温度センサ１１０の検出出力を使用するア
プリケーションプログラムを無線通信部１１２の通信機
能を使用して外部よりＲＡＭ１０４にダウンロードする
ようにしてもよい。このようにすることにより、温度セ
ンサの検出出力を使用した各種機能を付加することが可
能となる。
【００２７】以上、本発明の実施の形態によれば、基礎
体温測定モードに設定された際に、温度センサにより検
出された体温及び検出時点とを示すデータをＲＡＭ１０
４に格納すると共に、操作入力部１０６による表示指示
によりＲＡＭ１０４に格納された体温及び検出時点とを
示すデータを読み出し、該データに基づいて所定期間に
おける基礎体温の推移を表示部１１８に表示するように
したので、携帯電話装置を用いて簡便に女性の基礎体温
の測定及び管理をすることが可能となる。
【００２８】また、本発明の実施の形態によれば、体温
または気温を検出する温度センサの検出出力を使用する
アプリケーションプログラムを外部よりダウンロードで
きるようにしたので、温度センサの検出出力を使用した
各種機能を付加することが可能となる。
【００２９】また、本発明の実施の形態によれば、ＲＡ
Ｍ１０４に記憶されている体温及び検出時点のデータに
基づいて基礎体温の推移が所定の条件を満たしたとき
に、その条件に応じた診断用メッセージをＲＯＭ１０２
より読み出し、表示部１１８に表示させるようにしたの
で、簡易診察機能を実現することができる。
【００３０】また、本発明の実施の形態によれば、操作
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入力部１０６により基礎体温測定モードに設定され、温
度センサ１１０により体温を検出した時点から所定時間
経過した時点で前記報知手段を駆動し、検温のタイミン
グであることを報知するようにしたので、検温忘れを防
止し、的確に基礎体温データを採取することができる。
【００３１】また、本発明の実施の形態によれば、温度
センサをアンテナの先端部に設けたので、アンテナの先
端を咥えることにより、簡便に体温を測定することがで
きる。
【００３２】
【発明の効果】以上に説明したように、請求項１に記載
の発明によれば、制御手段は、操作手段により基礎体温
測定モードに設定された際に、温度センサにより検出さ
れた体温及び検出時点とを示すデータを第１の記憶手段
に格納すると共に、前記操作手段による表示指示により
前記第１の記憶手段に格納された体温及び検出時点とを
示すデータを読み出し、該データに基づいて所定期間に
おける基礎体温の推移を表示手段に表示するようにした
ので、携帯電話装置を用いて簡便に女性の基礎体温の測
定及び管理をすることが可能となる。また、表示画面を
医師に提示することにより、適切な診断を受けられる。
【００３３】請求項２に記載の発明によれば、体温また
は気温を検出する温度センサの検出出力を使用するアプ
リケーションプログラムを外部よりダウンロードできる
ようにしたので、温度センサの検出出力を使用した各種
機能を付加することが可能となる。
【００３４】請求項３に記載の発明によれば、制御手段
は、第１の記憶手段に記憶されている体温及び検出時点
のデータに基づいて基礎体温の推移が所定の条件を満た
したときに、その条件に応じた診断用メッセージを第２
の記憶手段より読み出し、表示手段に表示させるように
したので、簡易診察機能を実現することができる。 *
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*【００３５】請求項４、５に記載の発明によれば、制御
手段は、操作手段により基礎体温測定モードに設定さ
れ、前記温度センサにより体温を検出した時点から所定
時間経過した時点で前記報知手段を駆動し、検温のタイ
ミングであることを報知するようにしたので、検温忘れ
を防止し、的確に基礎体温データを採取することができ
る。
【００３６】請求項６に記載の発明によれば、温度セン
サをアンテナの先端部に設けたので、アンテナの先端を
咥えることにより、簡便に体温を測定することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態に係る携帯電話装置の構
成を示すブロック図。
【図２】  本発明の実施の形態に係る携帯電話装置にお
ける温度センサの配設位置を示す説明図。
【図３】  図１に示した本発明の実施の形態に係る携帯
電話装置の基礎体温測定時における動作を示すフローチ
ャート。
【図４】  図１に示した本発明の実施の形態に係る携帯
電話装置の基礎体温測定における測定結果の表示処理の
内容を示すフローチャート。
【図５】  図１に示した本発明の実施の形態に係る携帯
電話装置における表示部の表示内容を示す説明図。
【符号の説明】
１…携帯電話装置、２０…アンテナ、１００…ＣＰＵ、
１０２…ＲＯＭ、１０４…ＲＡＭ、１０６…操作入力
部、１０８…バイブレータ、１０９…計時部、１１０…
温度センサ、１１１…Ａ／Ｄ変換器、１１２…無線通信
部、１１４…音声処理部、１１６…楽曲再生部、１１８
…表示部、１２０…インターフェース、１２２…マイ
ク、１２４…受話用スピーカ、１２６…着信用スピーカ

【図１】 【図２】
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